
周辺は大規模な農地等が細分化された宅地へと転換しており、今後も同様の傾向で推移するものと予測する。

別記様式第７ 鑑定評価書（ 年地価調査）
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対象不動産のような面大地に係る市場参加者は、分譲開発を行う不動産業者（戸建分譲業者）が中心と判断され、戸建
分譲業者は、当該事業から期待される投資採算性とこれに対応するリスクの程度を勘案した上で、取得可能価格を決定
するものと考えられる。そのため、手法上、その土地個別の事業採算性が反映される必要がある。したがって、投資採
算性に着目した控除法による価格を重視し、比準価格を比較考量の上、本件鑑定評価額を上記の通り決定した。
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畑 農地の中に一般住宅等が
見られる街道背後の地域

鶴川1.8 ㎞

周辺は相続等を契機に細分化
された宅地化が進んでいる。

西１．５ｍ舗装　
市道（法外道路）

鶴川駅の北西方1.8 ㎞

景気は緩やかに回復しているが、物価上昇、金融資本市場の変動等の
影響に十分留意する必要がある。

最寄駅よりバス便利用地域であり、起伏があることから相応の造成費
が生じ、開発素地としての需要は劣るものと観察される。

近隣地域内における市場競争力は標準的と判断される。その他の特段
の変動要因はない。

当該土地に工作物又は立木等がなく、かつ、使用収益を制約する権利の存しないものとしての鑑定評価

(6)市場の特性 同一需給圏は、町田市及び隣接市も含む戸建住宅地域である。造成後の宅地に係る需要者は、市内及び隣接市へ通勤す
る給与所得者等の一次取得者が典型的であるが、現状の面大地については、販売目的の不動産業者（戸建分譲業者）が
挙げられる。市場における中心価格帯は、造成の難易度や有効宅地化率等の個別性による価格形成要因の影響が大きい
ことから、標準的な地域の価格水準の把握は困難である。
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令和 7 7 1

令和 7 7 4

町田(都)　3 － 2 東京都 多摩第３ 不動産鑑定士 五明　裕子

株式会社五明不動産鑑定事務所

令和 7 6 27

令和 7 7 2

町田市広袴町字六号５５８番 912
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